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管
理
理
容
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資
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認
定
講
習
会
の
指
定
（
生
活
衛
生
課
）
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管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
（
生
活
衛
生
課
）
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保
安
林
の
指
定
（
長
門
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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○
公
告

契
約
の
締
結
（
防
災
危
機
管
理
課
）
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

四

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
成
三
十
年
度
山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
の
開
催
（
畜
産
振
興
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

岩
国
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…

山
口
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号
）

六
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
講
習
会
を
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会
館

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
六
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

講
習
会
を
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会
館

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
六
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

一
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平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
三
隅
中
字
河
内
原
一
〇
四
九
一
の
一
、
一
〇
五
七
五
の
一
、
一
〇
五
七
五
の
二
四
、
字
南

河
内
一
〇
五
六
九
の
二
、
字
河
内
前
一
〇
六
四
五
の
一
、
一
〇
七
一
九
の
一
、
一
〇
七
三
二
の
一
、

字
ᷱ
一
〇
九
三
七
の
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
長
門
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門

市
経
済
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
二
二
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
務
部
防
災
危
機
管
理
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

被
災
者
支
援
業
務
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
八
月
九
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
一
九
番
二
一
号

六

落
札
金
額

九
千
四
百
五
十
八
万
六
千
四
百
円

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

総
合
評
価

（
二
二
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
三
十
年
十
月
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

二
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変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

九
州
フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会

社

─
─

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

─
─

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

─
─

名
古
屋
市
瑞
穂
区
松
園
町
一
丁
目

五
〇

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

─
─

高
山

昭
一

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

岡
野

隆
子

─
─

有
限
会
社
エ
ム
・
デ
ィ
ー
・
ケ
イ

─
─

堀
口

法
孝

─
─

有
限
会
社
く
す
り
の
あ
ま
く
さ

─
─

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

─
─

有
限
会
社
フ
ラ
ワ
ー
チ
ェ
ー
ン
タ

ナ
カ

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

─
─

防
府
市
大
字
西
浦
三
一
四
七

二
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大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

─
─

田
中
恵
美
子

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

（
二
二
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
三
十
年
十
月
九
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る

さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
九
五
台

八
五
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

五
箇
所

二
箇
所

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
一
年
五
月
二
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

変
更
に
係
る
事
項

駐
車
場
の
位
置

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
一
年
五
月
二
十
日

（
二
二
七
）
平
成
三
十
年
度
山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
の
開
催

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
度
山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
会
の
種
別

家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会

二

開
催
場
所

防
府
市
大
字
牟
礼

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
担
い
手
支
援
部

美
袮
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
技
術
部

三

開
催
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
（
水
曜
日
）
ま
で

四

受
講
者
の
定
員

十
五
人

五

講
習
に
係
る
家
畜
の
種
類

牛
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六

講
習
科
目

区

分

科

目

学
科

一
般
科
目

畜
産
概
論

家
畜
の
栄
養

家
畜
の
飼
養
管
理

家
畜
の
育
種

関
係
法
規

専
門
科
目

生
殖
器
解
剖

繁
殖
生
理

精
子
生
理

種
付
け
の
理
論

人
工
授
精

実

習

家
畜
の
飼
養
管
理

家
畜
の
審
査

生
殖
器
解
剖

発
情
鑑
定

精
液
精
子
検
査
法

人

工
授
精

七

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

平
成
三
十
年
十
月
十
八
日
（
木
曜
日
）

八

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
申
込
書
を
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
を

経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

九

受
講
者
の
決
定

受
講
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
本
人
に
通
知
す
る
。

十

受
講
手
数
料

一
万
八
千
四
百
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。

こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

十
一

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
農
林
水
産
部
畜

産
振
興
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
四
三
四
）
又
は
最
寄
り
の
家
畜
保
健
衛
生
所
に
す
る
こ

と
。

（
二
二
八
）
岩
国
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
国
都
市
計

画
道
路
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
変
更
に
係
る
岩
国
都
市
計
画
道
路
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
二
十
七
海
土
路
御
庄
線

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

岩
国
市
御
庄

三

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
十
月
九
日
か
ら
二
週
間

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
三
十
九
御
庄
川
線

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

岩
国
市
御
庄
五
丁
目
及
び
御
庄

三

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
十
月
九
日
か
ら
二
週
間

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

（
二
二
九
）
山
口
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
口
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

五
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（
二
三
〇
）
山
口
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
口
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
二
三
一
）
山
口
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る

同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
口
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
二
三
二
）
山
口
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
口
都
市
計
画
下
水
道
山
口
市
公
共
下
水
道

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

雑

報

正

誤

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号
（
政
治
団
体
の
異
動
事

項
）

ペ
ー
ジ

段

箇

所

四

上

表
中

誤

愛

●幸

●会

●

髙

●橋

●

政

●教

●

代

●

表

●

者

●

髙

●橋

●

政

●教

●

髙

●橋

●

正

●教

●

平

●成

●29 ●
●、

●

３
●、

●

20 ●
●

秋
山
け
ん
じ
応
援
サ
ポ
ー
タ
ー

の
会

秋
山
賢
治

事
務
所

下
関
市
武
久
西

原
台
６
番
１
号

下
関
市
生
野
町

２
丁
目
25番

10
号

〃

●〃

●

〃

●

正

秋
山
け
ん
じ
応
援
サ
ポ
ー
タ
ー

の
会

秋
山
賢
治

事
務
所

下
関
市
武
久
西

原
台
６
番
１
号

下
関
市
生
野
町

２
丁
目
25番

10
号

平
成 ○
○

29 ○
○、

○

３
○、

○

20 ○
○

平
成
三
十
年
十
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
十
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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